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【手続補正書】
【提出日】令和2年3月6日(2020.3.6)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　混合ビュー表示方法であって：
　ウェブページビューロード指令が受信されると、ウェブページビューをロードするステ
ップ（１０１、２０３）であって、前記ウェブページビューは、クライアントビューを追
加するために用いられるプレースホルダ要素を含む、ステップと；
　前記ウェブページビューをロードした結果から前記プレースホルダ要素の位置情報を取
得するステップ（１０２）と；
　前記クライアントビューを前記位置情報に追加するステップ（１０３）と；
　前記追加されたクライアントビューを含む前記ウェブページビューを表示するステップ
（１０４、２０７ａ）と；を備える、
　混合ビュー表示方法。
【請求項２】
　前記ウェブページビューをロードするステップの前に、
　前記プレースホルダ要素を前記ウェブページビューに追加するステップ（２０１）であ
って、対応する識別情報が各プレースホルダ要素について設定される、ステップと；
　各プレースホルダ要素に対応するクライアントビューを設定するステップ（２０２）と
；を更に備える、
　請求項１に記載の混合ビュー表示方法。
【請求項３】
　前記プレースホルダ要素がブロックレベル要素として表され、
　前記クライアントビューを前記位置情報に追加するステップの後に、
　前記プレースホルダ要素のステータス情報を前記クライアントビューに対応するステー
タス情報として構成するステップを更に備える、
　請求項２に記載の混合ビュー表示方法。
【請求項４】
　前記プレースホルダ要素のステータス情報を前記クライアントビューに対応するステー
タス情報として構成する前記ステップは：
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　前記プレースホルダ要素の幅／高さ情報を前記クライアントビューに対応する幅／高さ
情報に設定するステップを備える、
　請求項３に記載の混合ビュー表示方法。
【請求項５】
　前記クライアントビューを前記位置情報に追加するステップは：
　前記ウェブページビューをロードした前記結果から各プレースホルダ要素に対応する位
置情報を取得するステップ（２０５ａ）と；
　前記位置情報に前記プレースホルダ要素に対応するクライアントビューを追加するステ
ップ（２０６ａ）と；を備える、
　請求項２に記載の混合ビュー表示方法。
【請求項６】
　前記ウェブページビューをロードした前記結果から前記プレースホルダ要素の前記位置
情報が取得されない場合、前記ウェブページビューのロードに関するエラープロンプト情
報を出力するステップ（２０５ｂ）を更に備える、
　請求項１に記載の混合ビュー表示方法。
【請求項７】
　混合ビュー表示デバイスであって：
　ウェブページビューロード指令が受信されると、ウェブページビューをロードするよう
に構成されたロードユニット（３１）であって、前記ウェブページビューは、クライアン
トビューを追加するために用いられるプレースホルダ要素を備える、前記ロードユニット
と；
　前記ウェブページビューをロードした結果から前記プレースホルダ要素の位置情報を取
得するように構成された取得ユニット（３２）と；
　前記クライアントビューを前記位置情報に追加するように構成された追加ユニット（３
３）と；
　前記追加されたクライアントビューを含む前記ウェブページビューを表示するように構
成された表示ユニット（３４）と；を備える、
　混合ビュー表示デバイス。
【請求項８】
　前記デバイスが設定ユニットを更に備え、
　前記追加ユニットは、前記プレースホルダ要素を前記ウェブページビューに追加し、対
応する識別情報が各プレースホルダ要素について設定され、
　前記設定ユニットは、各プレースホルダ要素に対応するクライアントビューを設定する
、
　請求項７に記載の混合ビュー表示デバイス。
【請求項９】
　前記プレースホルダ要素がブロックレベル要素として表され、
　前記プレースホルダ要素のステータス情報を前記クライアントビューに対応するステー
タス情報として構成するように構成された構成ユニットを更に備える、
　請求項８に記載の混合ビュー表示デバイス。
【請求項１０】
　前記構成ユニットが、前記プレースホルダ要素の幅／高さ情報を前記クライアントビュ
ーに対応する幅／高さ情報に設定する、
　請求項９に記載の混合ビュー表示デバイス。
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